
＆
Ａ
に
よ
る
事
業
売
却
を

提
案
す
る
に
は
、
ま
ず
Ｍ

＆
Ａ
の
代
表
的
な
ス
キ
ー
ム
を
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
株
式
譲
渡
、
事
業
譲

渡
、
合
併
、
会
社
分
割
、
資
本
・

業
務
提
携
の
５
つ
の
ス
キ
ー
ム
に

関
し
て
、
概
要
や
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
に
を
解
説
す
る
。

株
式
譲
渡

　

株
式
譲
渡
と
は
、
譲
渡
企
業
の

継
げ
る
こ
と
、
譲
渡
企
業
の
法
人

格
が
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
た
め
対

外
的
な
見
た
目
が
変
わ
ら
な
い
こ

と
な
ど
が
あ
る
。
シ
ン
プ
ル
で
活

用
し
や
す
い
た
め
、
ほ
か
の
ス
キ

ー
ム
に
比
べ
て
中
堅
・
中
小
企
業

の
Ｍ
＆
Ａ
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。

　

株
式
譲
渡
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、

譲
受
企
業
は
譲
渡
企
業
の
す
べ
て

を
引
き
継
ぐ
た
め
、
簿
外
債
務
や

税
金
、
社
会
保
険
の
未
納
付
な

ど
、
想
定
外
の
簿
外
債
務
ま
で
引

き
継
ぐ
可
能
性
が
あ
る
点
だ
。

事
業
譲
渡

　

事
業
譲
渡
と
は
、
譲
渡
企
業
が

自
社
の
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
譲
受
企
業
に
譲
渡
す
る
方
法

だ
。
企
業
全
体
を
売
買
の
対
象
と

す
る
株
式
譲
渡
と
比
較
し
て
、
譲

渡
対
象
の
事
業
を
選
定
で
き
る
こ

と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
契
約
に
よ

っ
て
譲
渡
の
対
象
と
な
る
事
業
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
資
産
や

負
債
に
つ
い
て
も
当
事
者
間
で
合

意
で
き
れ
ば
、
契
約
に
よ
っ
て
比

較
的
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
手
続
き
が
煩
雑
と
な

り
得
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ

る
。
事
業
譲
渡
で
は
譲
渡
対
象
と

な
る
資
産
や
負
債
、
雇
用
関
係
等

を
１
つ
ず
つ
個
別
に
移
転
の
判
断

株
主
が
保
有
株
式
を
譲
受
企
業
や

個
人
等
に
譲
渡
す
る
取
引
で
あ

り
、
会
社
の
経
営
権
を
移
転
さ
せ

る
方
法
で
あ
る
。
譲
渡
企
業
（
の

株
主
）・
譲
受
企
業
（
ま
た
は
個

人
）
の
双
方
で
株
式
譲
渡
契
約
を

締
結
し
た
う
え
で
譲
受
企
業
が
代

金
を
支
払
い
、
譲
渡
企
業
が
株
式

を
交
付
す
る
。

　

株
式
譲
渡
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
手

続
き
が
簡
便
で
あ
る
こ
と
、
オ
ー

ナ
ー
を
変
更
す
る
の
み
で
す
べ
て

の
資
産
や
取
引
上
の
契
約
を
引
き

Ｍ

武
蔵 

優
地
方
銀
行
出
身
者

　

取
引
先
が
な
ぜ
・
何
の
た
め
に
事
業
を
継
続
し
た
い
の
か

を
踏
ま
え
て
適
切
な
Ｍ
＆
Ａ
ス
キ
ー
ム
を
提
案
す
る
方
法
に

つ
い
て
、
代
表
的
な
ス
キ
ー
ム
の
概
要
か
ら
見
て
い
く
。

1

提
案
前
に
Ｍ
＆
Ａ
の
代
表
的
な

ス
キ
ー
ム
を
知
っ
て
お
こ
う

事
業
継
続
の
意
思
に
最
適
な

ス
キ
ー
ム
を
情
報
提
供
し
よ
う

思
い
に
寄
り
添
う
！
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を
し
手
続
き
を
行
う
が
、
そ
の
際

に
債
権
者
や
社
員
に
対
し
て
個
別

に
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
ほ

か
、
不
動
産
も
移
行
す
る
場
合
に

は
登
記
手
続
き
も
必
要
に
な
る
。

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
非
常
に
手

間
で
、
特
に
譲
受
企
業
側
の
負
担

が
大
き
く
な
り
か
ね
な
い
。

　

な
お
株
式
譲
渡
と
事
業
譲
渡
で

は
、
成
約
後
の
経
営
権
の
所
在
も

異
な
る
。

　

株
式
譲
渡
で
は
譲
渡
企
業
の
株

式
の
過
半
数
が
譲
受
企
業
に
譲
渡

さ
れ
る
と
、
譲
渡
企
業
の
経
営
権

が
譲
受
企
業
へ
移
り
、
譲
渡
企
業

は
譲
受
企
業
の
子
会
社
と
な
る
。

　

対
し
て
事
業
譲
渡
は
、
事
業
の

　

事
業
譲
渡
と
の
大
き
な
違
い
は

手
続
き
だ
。
上
述
の
と
お
り
、
事

業
譲
渡
で
は
譲
渡
の
対
象
と
な
る

契
約
に
対
し
て
契
約
先
ご
と
の
同

意
が
必
要
と
な
る
が
、
会
社
分
割

（
吸
収
分
割
の
場
合
）
は
包
括
承

継
と
な
る
た
め
、
契
約
も
す
べ
て

引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
個
別
の
同
意
は
不
要
だ
。

資
本
・

業
務
提
携

　

資
本
・
業
務
提
携
で
は
、
資
本

提
携
と
業
務
提
携
を
同
時
に
行

う
。
企
業
間
で
共
同
事
業
・
共
同

業
務
契
約
を
締
結
し
実
行
す
る
こ

と
を
指
す
業
務
提
携
だ
け
で
な

く
、
資
本
提
携
も
同
時
に
行
う
こ

と
で
、
よ
り
強
い
連
携
の
構
築
が

期
待
で
き
る
。

　

資
本
・
業
務
提
携
で
は
、
提
携

す
る
企
業
間
で
相
互
に
株
式
を
持

ち
合
う
場
合
と
、
一
方
の
企
業
の

み
が
他
方
に
出
資
す
る
場
合
と
の

２
種
類
が
あ
る
。

　

資
本
・
業
務
提
携
の
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
は
、
互
い
に
強
固
な
関
係

を
構
築
し
、
企
業
間
の
経
営
資
源

を
補
完
し
あ
う
こ
と
で
、
経
営
効

率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
点

だ
。
ま
た
、
必
要
が
な
く
な
れ
ば

契
約
を
解
消
し
や
す
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
デ
メ
リ
ッ
ト

は
、
利
益
配
分
の
不
具
合
や
顧
客

情
報
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
流
出
等
、
別

会
社
で
あ
る
が
故
の
リ
ス
ク
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
点
だ
。

　

以
上
の
ス
キ
ー
ム
の
ほ
か
に
、

Ｍ
＆
Ａ
に
は
株
式
移
転
や
株
式
交

換
等
の
手
法
も
あ
り
、
２
０
２
１

年
３
月
１
日
か
ら
は
「
株
式
交
付

制
度
」
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

株
式
交
付
制
度
と
は
、
譲
受
企

業
が
金
銭
で
は
な
く
自
社
の
株
式

を
対
価
と
し
て
、
譲
渡
企
業
を
子

会
社
化
す
る
手
法
で
あ
る
。
ま
だ

事
例
は
少
な
い
が
、
い
ま
ま
で
の

Ｍ
＆
Ａ
ス
キ
ー
ム
の
欠
点
を
補
完

す
る
手
法
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。
担
当
者
と
し
て
、
ぜ
ひ
と
も

押
さ
え
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

一
部
ま
た
は
全
部
を
譲
受
企
業
へ

譲
渡
す
る
た
め
、
企
業
の
経
営
権

に
変
化
は
な
く
、
あ
く
ま
で
事
業

の
み
の
譲
渡
と
な
る
。

合
併

　

合
併
と
は
、
２
つ
以
上
の
企
業

が
１
つ
の
企
業
に
な
る
こ
と
だ
。

事
業
譲
渡
で
は
譲
渡
企
業
の
法
人

格
が
存
続
す
る
の
に
対
し
、
合
併

で
は
消
滅
す
る
。

　

ま
た
合
併
は
組
織
再
編
行
為
の

た
め
、
債
権
者
保
護
手
続
等
の
会

社
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
を
厳

格
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

会
社
分
割

　

会
社
分
割
と
は
、
譲
渡
企
業
が

譲
渡
の
対
象
に
な
る
事
業
に
関
す

る
業
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
分

割
し
、
ほ
か
の
会
社
に
吸
収
さ
せ

る
（
吸
収
分
割
）、
も
し
く
は
新

設
し
た
会
社
に
承
継
さ
せ
る
こ
と

（
新
設
分
割
）
を
い
う
。
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